
事  務  連  絡 

令和２年１１月３０日 

市内 移動支援事業所 管理者 様 

川崎市健康福祉局障害福祉課長 

通学・通所支援に係る報酬単位の引き上げと注意点について（依頼） 

 日頃から、本市の障害福祉行政に御理解、御協力をいただき、ありがとうございます。 

 さて、標記の件について下記のとおり、令和３年１月から、通学・通所支援の報酬単位の引き

上げを予定しております。 

 つきましては、利用者負担が生じている利用者との通学・通所支援の提供につきましては、利

用者負担の増加が見込まれるため、報酬単位の引き上げについて適切に御案内いただきますとと

もに、特に、利用者負担率５０％の利用者との利用契約がある場合、利用回数によっては大きく

利用者負担が増加することが見込まれるため、適切に御案内の上、利用契約を継続くださいます

よう、よろしくお願いいたします。 

 １ 改定時期 令和３年１月１日（１月提供分から） 

 ２ 改定内容 移動支援の一メニューである通所・通学支援の報酬単位の引き上げ 

  （報酬単位） 

サービス提供時間 
報酬単位 

旧 新 

１時間以内 １１０単位 ２１４単位

１時間超１時間３０分以内 １６５単位 ３００単位

１時間３０分超２時間以内 ２２０単位 ３７６単位

    ※ 社会生活上不可欠な外出や余暇活動支援を目的とした一般的な移動支援の 

報酬単位と同等となります。 

 ３ そ の 他 

  （１）通学・通所支援は他サービスとの利用者負担上限管理は行わず、サービス単独で利用 

者負担が発生します。（利用者負担が発生する場合、サービスの負担上限額は10,000 

円です。） 

障害福祉係担当 

 電話  ０４４－２００－２６５３ 

FAX  ０４４－２００－３９３２ 

Eメール 40syogai@city.kawasaki.jp 


